
 能島城跡  

１  能島城跡の本 的価

本計画を策定するに 、 章の「史跡の 要」に記 し 、文化財指定に る経 、

に 調査、ま 指定 に 調査、文 等 調査な の研究成 を ま 、本

史跡の本 的価 を にして く 、 の に する  

島 城

能島城 、瀬戸内海を支 し 海賊 、能島 上 の城郭 、14世紀中 に

城 、16世紀 ま 能し 「海城」 る 能島城の 大の 、 島 を城郭化

し の構 の に 、能島城の に 島城、大 島城、 崎城、 島城、 城、

中 城、 島城、 島城、 島城な 予 島 の周 に 集中して る 、 保存

の価 に る存 能島城 、 一の国指定史跡とな て る  

能島城の として、 と る な海 を 、土 ・ ・ ・郭を な

の の 跡 み な とと、 予 島の海 の中世城郭な に 的な ト

海 スを 、 の の を て 、海に して 的な構 る と

る ま 的な玄関 、 部海 メン ンスの 、 部平 地

等の 的な として 用 と考 る  

城

て 、軍事 としての出城 として評価 、 の の 定 て

、 調査に 、 て 立 物跡 、 蔵・ ・調 ・ 用の土

器・陶磁器な に 器 ・ と に に出土し、 久的な 活の と

の中に し 中国陶磁器 く ま 、物 に く関 し 海賊

の を る と る ま 、 活とと に に 用し 土 大 に出土し、能島

城 海賊の 業と に関 して る と  

 能島城の る 16世紀中 に 物 する 、 的な 用

る と 、 （水 ）な の の 化 定 る  

存 用

能島城 存 し 14 世紀中 1587 年 の 、能島 上 を く政 的

の 代、 を る構 の 化、上 な の 業の活 化に る海上 の の 要

な 、 な要 を 景として能島城の 化し と 、 土 地に る郭の 大

遺物 の 、16世紀中 の 崎島の 用の活 化 の事 を し のと考 る  

て 、軍事 としての のみ 調 て 、 年の研究に 、平 の海上活

の としての 重要 、 の活 に 事し 海賊の 活の と
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１ 能島城跡の本 的価



 

にな て ま 、 し 景の に、瀬戸内海 に海賊の「 」を 成し、

を する に城 存 し と と 考 る 瀬戸内海の海賊の 業 、物

の 関 とと に の海域を する を する と 、

し とする海域 、海賊 ち に 上 活の 、 「 」

）、 の「 」としての 的な存 能島城  

 
）山内譲 、 書『海賊の日本史』（講談社現代新書、2018 年）の中 、海賊 ち に 上 活

の を「 」と 現して る 本文に る「 」 「支 海域」と み る と る  

 
 の内 を ま て、能島城跡の本 的価 を のと まと 、 化する  
 
 
 

能島城跡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  能島  

          活 城 

存 の と 
用 の  

的な と 

海  
島 を城郭化し  

な構  

としての城 
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２  構成要 の 定 

（１）計画 の要  

の本 的価 を ま て、現 の本史跡に する 要 を の に し  

 要 

計

画

 

史

跡

指

定

地

内 

本 的価 を構成する 

要  

本史跡の本 的価 となる要 る  

郭、 ト、海 ス、地 遺構等 する  

本 的価 を構成する 要 の 要  

-１ 史跡の保存活用に 

 な 要  

本史跡の保存・活用の に

る イン ン 、 、四 、 等の

する  

-２ 史跡の本 的価  

 に 関 しな  

 要  

本史跡に 関 しな 要 保存・活用上、 を

す要 ・ ・保 等を す の

る 物、 する  

の の 要  
地域の伝承に関 する 要 る

、地蔵 する  

史跡指定地 の周 を構成する要  

史跡の 解に な 

要  

史跡指定地 る 、本史跡を 解する

な要 る 上海賊 ジ 等 する  

史跡 地  

 

-１ 史跡 保存活用

 

史跡 地  

-２ 史跡

 

史跡  

史跡 地  

 

 

史跡 地  

３
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史跡 地  

本 的価 を構成する 要  

要 の  地  要  要 

 

本 的価  

を構成する 

要  

能 

島 

郭 

(地 遺構を ) 

能島 を城郭化し、郭 郭 、 部平 地

と する 計 の郭 存 する  

の  

( 遺構を ) 

郭の 部に る な 、能島城の

な を て  

 

部平 地の海 に 存して る 上部

世の み し る ま 、郭Ⅲ ま に

て 遺構の土 の の 一

部遺存して る  

 

部平 地の の地 海 118本 出

の な 構 年代

る  

ま  

能島 部の の な内 地 を 用

し 、 の 地 、能島城の大 と考

る  

海 ス 

島周 の の 上 に 成 平

、 、 業 な 的に 用

と考 る  

ト 
部 に 的に 、 を な

と る を立てる と考 る  

 

崎 

島 

郭 

(地 遺構を ) 
島 を城郭化し、郭 （ 崎出 ）と る  

の  

( 遺構を ) 

郭 の 部に る な 、能島城の

な を て 郭 に 遺構

存 する 、 に て て る  

ト 
部 に 的に 、 を な

と る を立てる と考 る  
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本 的価 を構成する 要 （ 真） 

能島 

島 

 

（南 地） （ ） 

  

( )  

 

 

（ 島） 

（ 島） 

南 地  
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-１ 史跡の保存活用に な 要  

-１ 史跡の保存活用に な 要 （ 真） 

要 の  地  要  要 

-１  

史跡の保存 

活用に  

な 要  

能
島

保存  

 
海 部保護の 、 ま に２ 、 部

海 に１ る  

 
の の なく、海 部保護の 、

部海 に る  

公 活用 

 

 
能島に上 する に

る 的な して る  

史跡指定  部平 地に て る  

 史跡指定 に て る  

解 イン 本史跡の 要を記し 解 イン る  

 

郭Ⅱ 郭 、郭Ⅲ ま 、 部平

地 郭 を に 、 の

郭 の に する に 太 を

し て る  

 
部平 地に て る み

る  

四  郭Ⅲ に て る  

ン  
郭の ると に ン ト と

ス の ン て る

崎
島

 
崎島に上 する に

る  

 
本史跡の 要を し の解 イン

る  

 
郭 上 る の

て る  

（能島） （ ）  
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史跡 （南 地） （南 地） （南 地） 

（ 島） 

（南 地 ） （ ） （ ） 

（ ） （南 地） （ ） 

（ ） （ ） （ ） 

（ 島） （ 島） 
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-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要  

-２ 史跡の本 的価 に 関 しな 要 （ 真） 

- の の 要  

要 の  地  要  要 

-２  

史跡の本

的価 に

関 しな

要  

崎島 
史的 

構 物 
物 

崎島に五 の部 基 ま て る

島 (鵜島 と伝承 ) ち

ま 、 ま のと る  

能島 

 

崎島 

 

史跡指定 、 的に 年ま 郭に

（ メイ ） 、能島城跡の地 遺構

を して るとと に史跡としての景観を

して る  

要 の  地  要  要 

の の 

要  

崎
島

史
的
構

物

 

崎島に 、 指定文化財の を し

て る 現 の 物 平成 10（1998）年に再

の る の 物 11（1936）年に

記 、 に て と

て る て現 の なくと 代

の 物 る  

 

 

 

に 「 20 年」との 文 、 の

て く 20（1643）年の と 定 る

崎島の 調査 、 戸 代遺構 、遺物

と 出土して な とを考 ると、 崎島に

る にな の 代 な と

る 指定 文化財（平成 16 年 12 １日指

定） る 現 、 内部に て る  

地蔵 

崎島 の （地蔵 ）に て る 地 に伝

る「 ジ の 」に する 地蔵 る

代の 年代 定 な 、 57（1982）年の

12 に 、海中 し 、平成２（1990）

年 に現 の の て る  

（ 島） 能島  
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- の の 要 （ 真） 

史跡 地  

史跡の 解に な 要  

史跡の 解に な 要 （ 真）

要 の  要  要 

 

史跡の 

解に  

な 要  

上海賊 ジ  
上海賊に関する の 、調査研究・ 集保 ・

活 ・学 支援等を て る  

解 イン 
能島水軍 に て る日本遺 の解

イン る

 

本史跡と史跡指定地 を な 一の

、史跡 の る景観 を する

とに 立 て る  

  

（ 島） （ 島） 地 （ 島） 

65

２ 構成要 の 定



17： （ ） 

ス

ス

3-NO.3

3-NO.4

0 25

史跡

（地 ）

南 地

城

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

スススススススススススス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.2

3-NO.3

3-NO.4

土中

平

3-NO.1

能島

島
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18： （ ） 

土中

ス

平

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.1

3-NO.2

ススススススススススス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

3-NO.3

3-NO.4

0 25

史跡

史跡

代 史跡

史跡

島

地

能島

島

67

２ 構成要 の 定



（２）計画 の要  

 本史跡 、 の 地域と一 とな て能島 上 に る本 地を構成して と考

る 、「 ）史跡との関 定 る 要 」と「 ）史跡の活用に する 要 」の２

に し、本計画に て の づ を する  

）史跡との関 定 る 要  

 要 

計

画

 

計画 の要  

）史跡との関 定

る 要  

計画 の ち、能島城と一 とな て能島 上 の

本 地として 能し と考 る周 の関 文化財

る 島（城跡）、 跡等 する  

）史跡の活用に する

要  

本史跡を活用する 重要な る 本史跡

の る能島水軍 、本史跡を る イ

山 する  

要 の  要  要 

） 

史跡との 

関  

定 る 

要  

島（城跡） 

能島城の 方 １km に する能島 上 の物 基地と考

る 集 、大 の城 に する ・ の

陶磁器 な の 出土し  

遺跡 「 島城跡」 る 、 年の調査に て城跡

な との指 る 「 島（城跡）」と記 して る  

跡 

地 「 （ ） 」と 、 上 の 地と

定 て る 平成 15（2003）年の調査 、16世紀

17世紀初 の 陶器等 出土し  

水 跡 

能島城の に「水 」と 地 て 、古井戸 存

して る 能島城に水 物 を する と

る  

城跡 

（ の遺跡） 

跡の の 上に 、「城山」と て る 周

に 、「 し （ ）」「 （ ）」な の地

る と くの 集 を 城 の な要

を て と考 る  

跡 

 

跡 の 上に する 上 の と考

て る 現 に 、 の大 経 中世の

伝 て る 指定文化財 る  

古 遺跡 

年代の 定に て な 、海 調査に 、 30

、 120 の の存 指 て る 海

、 上海賊 ジ に して

る 本史跡の トに し、 に な 、

上海賊関 の遺物 る 能  

68

章 能島城跡の本 的価 と構成要



）史跡との関 定 る 要 （ 真） 

島（城跡） 跡 

 

跡 

印  跡 

 

城跡 

 

跡 

能島城跡 

能島城 跡  

城跡( 跡) 

跡  
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）史跡の活用に する 要  

）史跡の活用に する 要 （ 真） 

要 の  要  要 

） 

史跡の活用

に する 

要  

能島水軍 

上海賊 ジ に する の物

スト ン る 能島上

等、本史跡 の として活

用 て る  

イ山

232mの イ山山 に し、能島城跡と の

周 の 、景観 一 る ス ト

る  

能島  

19： 史跡 計画  

0 1㎞

凡例

史跡指定範囲

本質的価値を構成する諸要素

史跡との関連が想定される諸要素

史跡の理解に有効な諸要素

史跡の活用に資する諸要素能島

鯛崎島

村上海賊ミュージアム

能島水軍
解説サイン

見近島 (城跡 )

水場跡

幸賀屋敷跡

宮窪城跡 (さんの遺跡 )

旧証明寺跡

及び証明寺

古波止遺跡

カレイ山展望台
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